
団塊の世代が全員７５歳以上となる２０２５年に向けて、不足する回復期病床への転
換や、病床を削減して新たな取組を行う医療機関を支援

１ 病床機能転換等に係る施設・設備整備等支援

補助率：１／２ 又は 定額

２ 病床機能転換に係る経営診断等支援

補助率：３／４

３ 地域医療構想の推進体制強化・啓発等

病床機能の分化・連携推進事業費

事業の目的

事業の概要

【医療政策課 予算額 121,070千円】

○地域に必要な医療提供体制の確保を図るため、医療機能の分化・連携を
推進
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長崎県病院企業団が新たな運営主体として実施するヘリコプターを活用した離島等

医療連携ヘリ事業（ＲＩＭＣＡＳ）を支援

１ 事業内容

①本土から離島への医師搬送による巡回診療

②患者の下り搬送（本土病院で急性期の治療を終えた患者を離島病院へ搬送）

２ 補 助 額 国の基準単価1,210千円×巡回診療回数（上限100,000千円）

３ 負担割合 国１／２、県１／２

しまの医療機関運営費補助費（離島等医療連携ヘリ関係）

事業の目的

事業の概要

【医療人材対策室 予算額100,000千円】

○医師の確保が困難な離島において、ヘリコプターを活用した本土病院等
の医師による巡回診療を支援することで離島の医療を確保

離
島
の
病
院
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依存症対策総合支援事業費

○適切な支援、治療を受けられる体制整備を行うとともに、普及啓発や情報提供等、

〇調査に基づく独自の予防教育・対策を実施

事業の目的

事業の概要

【障害福祉課 予算額26,139千円】

医療提供体制の整備

◆治療拠点機関、専門医療機関
の体制を整備

◆県下８圏域でのネットワーク化
を目標

(新)実態調査・背景調査による予防教育啓発

◆実態調査・背景調査（長崎大学と連携）
【実態調査】県内の潜在的な依存症の人数・属性等
【背景調査】実際の患者の生活歴等

→本県独自の予防教育・対策を実施

シンポジウムの開催

◆著名人を招聘したシンポジウムを開催

依存症専門相談支援事業等

◆依存症専門相談員（１名）の配置
◆患者回復支援事業の実施 など

＜調査＞ ＜分析・検討＞ ＜予防教育・対策＞
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ひとり親家庭等自立支援事業費

○子どもの貧困対策のため、民間団体のノウハウを活用して、市町における事業
構築・実施の支援や保護者・支援者からの相談対応体制の強化等を実施

事業の目的

○（新）子どもの貧困対策推進事業（予算額：8,328千円）

・貧困対策統括コーディネーター（民間へ委託）を中心に、市町における子どもの貧困対策を支援

（学習支援事業推進、子ども食堂などの居場所づくりを行う団体の掘り起こしや育成のノウハウ提供等）

・総合相談窓口の設置（気軽に相談可能なSNS（LINE）も活用）

・子どもがいる全世帯に向けて支援制度周知（パンフレット配布）

・支援者（教員、保育士、学童支援員等）の研修強化

○ひとり親家庭等自立支援センター事業（予算額：13,514千円）

就労支援を核に子育て・生活支援等の総合的な支援を実施

○高等職業訓練促進給付金事業等（予算額：18,819千円）

保育士、介護福祉士等の資格取得にかかる養成訓練受講期間中の

生活費負担軽減のための給付金など

事業の概要

【こども家庭課 予算額40,661千円】
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○児童家庭支援センター運営費補助金（予算額：42,604千円）

島原地区へ県内３ヵ所目となる児童家庭支援センター※を設置

（現在は長崎地区、大村地区に各１ヵ所設置）

○児童相談業務24時間・365日体制強化事業（予算額：23,351千円）

夜間・休日相談窓口の開設など、いつでも相談に応じられる体制を整備

○法的対応機能強化事業（予算額：5,809千円）

法的対応が必要となる事案について、児童相談業務が円滑に

行われるよう、弁護士による調整や援助を実施

○一時保護機能強化事業（予算額：4,202千円）

学習指導協力員を配置し、保護中の子どもの個々の学力に

応じた学習指導を実施

○児童の安全確認等のための体制強化、

保護者カウンセリング強化など（予算額：9,434千円）

児童虐待総合対策事業費

○児童虐待に総合的に対応するため、相談体制の整備や広報啓発、保護者への
カウンセリング、児童家庭支援センター運営費補助等を実施

事業の目的

事業の概要

【こども家庭課 予算額85,400千円】

※子ども、家庭、地域住民等からの相談
に応じ、必要な助言、指導を行う施設

（児童相談所を補完するものとして、児童
福祉施設等に設置）

地域や家庭
からの相談

研修等児童相談所との連携

市町の後方支援
里親・ファミリー

ホーム支援

児童家庭
支援センター
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 各市町の取組段階に応じた研修会

 集落対策に向けたアドバイザー派遣

 市町が実施する地域運営組織の立ち上げ
や横展開を図る取組を重点的に支援

 補助率1/2、上限100万円

 移動サービス及び買い物支援の分野における
NPOや民間団体と連携した取組

 「まちづくり計画」の策定に向けたコーディネー
ターの招へい

 集落の現状把握のための調査 など

【地域づくり推進課 予算額 17,120千円】

○ 地域住民主体の集落維持に向けて、地域運営組織※の立ち上げや横展開を進
める市町の集落維持・活性化の取組を部局横断的に支援

事業の目的

集落維持対策推進費

事業の概要

地域運営組織の立ち上げ、横展開支援

市町のサポート強化

※地域運営組織：地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって、地域課題の解決に向けた
取組を持続的に実践する組織 例）○○地区まちづくり協議会 など
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地域課題解決の担い手となるＮＰＯ育成事業費

○地域住民主体によるコミュニティの維持・活性化を促進するため、地域課題解決の
担い手となり得るＮＰＯを育成し、地域運営組織等とのマッチングを支援

事業の目的 【県民協働課 予算額2,533千円】

事業の概要

○ＮＰＯの活動を支援する
中間支援組織の派遣による
ＮＰＯの育成

【Ｒ１年度の支援地区】
島原市安中、杉谷、有明地区
南島原市口之津地区

★Ｒ２年度は新たに４地区を支援予定

〇各地域で課題解決に取り組む
ＮＰＯ等のネットワークづくりの
ためのシンポジウムを開催

※地域運営組織
地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となり、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織
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企業における女性活躍推進事業費

〇女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・実行の促進、イクボスの
養成や女性の管理職登用のための人材育成など、企業の意識改革から具体的
な取組までを支援

事業の目的 【男女参画・女性活躍推進室 予算額17,657千円】

〇（拡）女性の活躍応援事業

・一般事業主行動計画を策定・実行する企業等をＰＲする

ため、女性活躍に関する公式サイトのリニューアルや情

報誌掲載を実施

・女性活躍推進企業へ女子大学生が訪問し、実際に活躍

する女性と男女が共に働きやすい職場環境などに対する

意見交換を実施 等

○（拡）若手社員を対象としたライフデザインセミナーの開催

○一般事業主行動計画の策定等を支援する女性活躍推進

アドバイザーの派遣

〇イクボス養成や女性管理職登用促進に向けた人材育成

講座等の開催 等

事業の概要

★一般事業主行動計画とは・・・

従業員３０１人以上の企業は以下を

義務化

(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・

課題分析

(2)課題解決にふさわしい数値目標と取組

を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知

・公表

(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表

※現在３００人以下の企業は努力義務だが、

令和元年５月の法改正により、１０１人以

上の企業も計画策定義務化

（令和４年４月１日施行）

★一般事業主行動計画とは・・・

従業員３０１人以上の企業は以下を

義務化

(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・

課題分析

(2)課題解決にふさわしい数値目標と取組

を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知

・公表

(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表

※現在３００人以下の企業は努力義務だが、

令和元年５月の法改正により、１０１人以

上の企業も計画策定義務化

（令和４年４月１日施行）
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１ 直売所等と連携した野菜の摂取促進

・農産物直売所での野菜料理講習会

・健康づくり応援の店における野菜摂取

キャンペーン

２ みんなで楽しく運動に親しむ環境づくり

・スポーツ・レクリエーション活動普及支援事業

・総合型地域スポーツクラブ等指導者講習会

３ ながさきヘルシーアワード（優良事例表彰制度）、アドバイザー派遣による職場の
健康づくり支援、市町専門職等職員研修等を実施

健康長寿日本一の長崎県づくり推進事業費

事業の目的

事業の概要

【国保・健康増進課 予算額 14,511千円】

○健康長寿日本一を目指して、県民自ら主体的に「食」・「運動」等の生活習
慣改善や健診受診などの健康づくりに取り組むことのできる環境を充実
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